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要旨 

本研究は、我が国における都市部の公共交通網が発達しているのにも関わらず、我々の日常生活に支

障をきたす道路渋滞が、なかなか改善されないという問題を解決するために行ったものである。そこで

我々は、公共交通機関と自動車の利用のバランスを図るため、都市部におけるパークアンドライドの導

入を検討する。 

第一章ではまず、日本の交通環境の現状を説明し、問題となっている渋滞が引き起こす外部性を見る。

渋滞緩和のため、TDM が注目されている中、我々は自動車から公共交通機関への利用を促すパークアン

ドライド（以下 P&R）の導入に注目した。 

第二章では P&R のデザインと効果を調べるため、実際に導入している神戸市と名古屋市に着目した。

その結果、成功させるためには多数の細かな問題点を解決しなければならないことがわかった。我々は、

人の行動に最も影響を与える金銭的インセンティブを利用し導入を図ることを考える。 

第三章では、日本ではまだ本格実施に至っていないロードプライシングについて検証した。すでに実

施し、成功を収めているシンガポールとロンドンを手本に都市部への導入方法を考えた。 

これらを踏まえて第四章では、P&R とロードプライシングをポリシーミックスさせるという我々の提

案を述べる。利用者に金銭的インセンティブを持たせることが、P&R をより効果的な政策にすると考え、

ロードプライシングとポリシーミックスさせる。 

第五章では、その政策の都市部への導入への第一歩として、埼玉県和光市をモデルとして検証を行っ

た。また、この章で具体的な導入案を提案した。具体的な導入案であるが、ロードプライシングはコー

ドンプライシングとし、環七・荒川コードンラインに対象時間内は課金する、さらに駐車場は定期利用

制とする、といったものである。 

我々は、都市部における P&R とロードプライシングのミックスという上述の政策により、渋滞緩和の

成果を挙げるという結論に至った。 
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はじめに 

モータリゼーションが進行している現在の社会において、交通渋滞は大きな社会問題として認識され

るようになった。交通渋滞が社会にもたらす外部性としては①人の疲労と、それによる活動能力の低下

や、精神的・肉体的なマイナス。②時間のロスや定時性の確保ができないことによる、ビジネス、生活、

レジャー活動における機会損失。③低速やゴーストップの多い走行における道路の損耗、およびそれに

よる道路維持管理費の増大。④大気の汚染や、騒音公害、などがあげられる。(日本総合研究所) こうし
た交通渋滞を緩和するために各自治体では、バイパス整備などの道路整備や、マイカー通勤自粛の呼び

かけなどの消費者誘導型の施策を行っている。 
こうした現状を踏まえ、我々は交通需要マネジメント(TDM)に注目し、本研究で新しい交通渋滞緩和

政策を提案することとする。TDMに注目する理由としては、モータリゼーションが道路整備を上回る勢
いで進行し、道路などの交通整備だけでは交通混雑緩和に限界がでてきていること。また資金面や周辺

環境の悪化などにおいても、現有道路の有効活用によって交通混雑緩和が実現されることが望ましいと

考えられることなどがあげられる。詳しくは本論で述べるが、TDMに関しては海外の研究の方が進んで
おり、さまざまな社会実験が行われている。 
そこで我々はパークアンドライド（P＆R）とロードプライシングのポリシーミックスを提案する。そ

して埼玉県和光市駅をモデルとして、その実現可能性を探っていきたい。郊外から都内への自動車の進

入を消費者に自粛してもらうために、和光市駅での P&R 政策の導入、それに加えて、都内にロードプ
ライシングを導入することで更なるインセンティブにしていくといった施策である。先行事例によって

P&R、ロードプライシング両施策とも問題点が出てきている。本論では各問題点を検証しつつ、さらに
ポリシーミックスすることによって、日本の都市部への導入に適した政策を提案したい。 
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第1章  都市部における     
日本の交通環境の現状 

本章では、日本の交通環境の現状、特に渋滞の現状について述べる。その上で、渋滞の解決として考

えられる施策を述べていくこととする。 

第1節  交通環境の現状  
  
モータリゼーションが世界中で進行している現代の社会では、モータリゼーション＝経済発展という

図式が成り立っているといえる。日本も例外ではなく、高度経済成長期以降自動車の普及は急速に進ん

でおり、国土交通省によると自動車保有台数(自家乗用車)は昭和 36年で約 36万台だったのが、平成 16
年では約 4200 万台となり、国民の約３人に１人が保有しているという計算になる。保有台数の増加と
共に、自動車の普及がもたらす様々な問題が今日顕在化している。慢性的な交通渋滞、化石燃料の枯渇、

排気ガスによる地球環境汚染問題など、都市における自動車交通はいずれ限界に達する。自動車を中心

とした交通体系では持続可能な都市の発展はなく、自動車を抑制しかつ人々の移動がしやすいような都

市交通を考える必要がある。我々は特に、慢性的な交通渋滞の問題に着目した。次節では現在の日本の

交通渋滞の現状を述べる。 

第2節  交通渋滞の現状  
  
自動車の発達と共に市民の行動範囲は飛躍的に広がり、自由にどこにでも行き来できるようになった。

人々の行動範囲の拡大は居住地の選択にも大いに影響し、公共交通機関のない地域に住宅を求めること

を可能とした。これは、買い物なども自動車利用を前提とした、道路に沿って建てられているロードサ

イトショップ（路面大型店）の比重をも高めた。 
国土交通省の試算による と、国

道および都道府県道のうち 改 良

済であるものの円滑に走行 で き

ず、混雑に巻き込まれる区 間（混

雑度１以上）は平成 11年度 で 一

般道路の 26.5%にものぼっ て い

る。特に人口集中地域であ る

DID 地区では 68.3%にもな り、都

市部の幹線道路の大部分が 渋 滞

に悩まされている（図１）。 こ の

ような交通混雑は、時間的 損失、
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経済的損失、精神的・肉体 的な疲

労といった社会的な外部 不経済

を生じさせる。 
 前述したように、都市部 の幹線

道路の渋滞が深刻な問題 で あ

る。東京の交通量は年々増 加傾向

にあり、車種別の走行量で は小型

貨物車が減少しているも のの、

それ以上に乗用車が増加 してい

るため、区部の道路は慢性 的に混

雑しており、月曜日から金 曜日の

平日の一般道の混雑時平 均旅行

速度は平成 9 年度時点で
18.5km/h となっている （ 図

２）。また、午前 7時から午後 7時までの 12時間交通量で見ると、交通量が多いのは、都心部、環状７
号線などの環状線、国道１・４号などの放射方向の道路であり、特に都心部につながる幹線道路はいず

れも混雑している状況にある。時間別では、午前７時頃から午前９時頃にかけて都心部の交通量が増大

し、その後、交通量は多い状態が続き、夕方以降に減少するというパターンとなっている。 
 以上より、日本においては特に人口の集中している都市部において、交通渋滞が慢性化していること

が明らかである。さらに時間別に見れば、午前７時から午前９時といった通勤時間帯での交通量増加が

問題である。次節では、これらの交通渋滞が引き起こす外部性について詳しく述べていく。 

 

第3節  交通渋滞が与える外部性  
  
渋滞が引き起こす問題として、経済的損失や、大気汚染、騒音、地球温暖化を引き起こす二酸化炭素

の過剰排出等の環境への負荷があげられる。環境への負荷としては、過剰に排出される排気ガスによる

大気汚染や温暖化が大きな問題である。 

 まず、経済的損失についてである。全国における経済損失額は、国土交通省の試算によると年間約 12

兆円にのぼるとされる２。経済損失額とは、以下の手順で算出される。 

①各調査区間について、昼間 12 時間帯の各旅行時間と渋滞がない場合の旅行時間の差を求める。 

②①に交通量を掛けて損失台時を求める。 

③②に１台当たり平均乗車人員を掛けて渋滞損失時間を求める。また、②に１台当たり時間価値を掛け

て渋滞損失額を求める３。 

また、特に東京における交通渋滞は慢性化しており深刻である。東京都全体の混雑時平均速度は時速

18km なので、12km向上して時速 30km になったとした場合、その差は年間約 4 兆 9 千億円になると
される４。交通渋滞は経済活動に多くの損失を与えることがわかる。 

次に、環境への負荷についてである。自動車が排出する物質として、窒素酸化物、SPM(浮遊粒子状物

質)、二酸化炭素がある。窒素酸化物は酸性雨、光化学スモッグ、慢性呼吸器疾患の原因とされる有害物

質である５。SPM はがん、ぜんそく、アトピー性皮膚炎、花粉症の原因とされている６。 

                                                        
２ 国土交通省道路局HP  ＜http://www.mlit.go.jp/road/ir/data/jutai/index-d.html＞ 
３  同上 
４  東京 TDM研究会編(2000)『日本初のロードプライシング』都政新報社，ｐ16. 
５ 東京 TDM研究会編(2000)『日本初のロードプライシング』都政新報社，ｐ19． 
６  同書，ｐ24． 
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 それら有害物質の中でも、近年大きな社会問題となっ

ている、地球温暖化の原因である温室効果ガスの一種で

ある二酸化炭素排出が問題である。 我が国から排出さ

れる二酸化炭素排出量の部門別内訳を見ると、運輸部門

は 20.7%を占める（図３）。さらに、運輸部門の二酸化炭

素排出量の内訳を示した図では、自動車によるものが約

９割を占める（図４）。またその中でも乗用車によるも

のが最も高いことがわかる。このように、運輸部門の二

酸化炭素排出量は主に自動車のエンジンの燃焼に起因

し、鉄道の電力消費等による二酸化炭素排出量は極めて

少ない。特に、最近の普通乗用車の台数増加、それに伴

う交通渋滞がこれをさらに悪化させている。また、東京

のような大都市では、運輸部門の中で自動車による二酸

化炭素排出量は、工業事業所の産業部門を越える 36%の

寄与があり、大都市周辺における交通の地球温暖化への

寄与は特に大きいといえる（図５）。 

 これらの物質は、交通渋滞による過剰排出や過度のゴ

ーストップによって、環境負荷をさらに高める。都市部

における人口集中などが交通渋滞の原因として考えら

れるが、都市部においては鉄道やバスといった公共交通

機関は発達しており、無理に自動車を利用する必要はな

い。次節では、都市部において発達している公共交通網

の現状を見ていく。 

 

第4節  都市部におけ
る公共交通網の現状  
  
 本節では、東京を例として、都市部における

公共交通網の現状をみていく。 

まず、鉄道についてだが、東京を走る鉄道は

JR や民間鉄道（地下鉄など）がある。東京都内

への通勤者の 84％が電車・バス等の公共交通機

関を利用

し て お

り、山手 線地域内では、駅から

徒歩５分 圏の範囲が 64%を占

め る な ど、世界的にみても公

共交通機 関の整備は高い水準

となって いる７。 

 次に東 京都内におけるバス

交通につ いてだが、東京都内に

                                                        
７東京都都市整備局 HP  ＜http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kiban/kotsu/index.html＞  
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おける乗合バスは交通混雑によってバスの運行速度が著しく低下していることや、定時運行が困難にな

ってきたことに加え、地下鉄など他の交通機関が充実したことにより年間走行キロ、年間運送人員とも

減少傾向にある。こうした状況の中で東京都では、バスの利便性・安全性の向上を図るため国をはじめ

関係機関と協議を行うとともに、主要なバス路線の停留所での情報提供システムに対する一部助成等を

行っている。また、最近では中心市街地と周辺住宅地等との間を小型バス等により運行する、いわゆる

コミュニティバスの導入に取り組んでいる区市町が増加してきている。平成 14年２月現在、都内の５区
10市１町で合計 33路線が運行している８。 
 これらより、東京都における鉄道・バスなどの公共交通網はバスの利用が減少傾向にあるものの、鉄

道の利用増加があり、世界的にみても公共交通網の整備水準は高いといえる。これら公共交通の利用を

促進させ、自動車利用を減少させることにより渋滞を減らすことはできないだろうか。次節では、渋滞

緩和のための施策についてあげていく。 
 

第5節  渋滞緩和のための施策  
  
渋滞緩和のための施策として、TDM（交通需要マネジメント）という考えがある。TDM とは、自動

車の効率的利用や公共交通への利用転換など、交通行動の変換を促して、発生交通量の抑制や集中の平

準化など、「交通需要の調整」を行うことにより、道路交通混雑を緩和していく取り組みのことをいう９。

現在、都市交通政策の目標と課題として TDM が注目されているのは、道路交通渋滞、大気汚染問題、

CO2排出に伴う地球温暖化問題など交通問題が広域化し深刻化する中で、従来の供給サイドを主体にし
た需要追随型アプローチの限界が明らかになったことにある。新たな対応として、交通需要サイドへの

働きかけとしての TDMがわが国では 1990年代より注目され、近年では社会実験といった公的支援も始
まっている。しかし、現状ではまだ効果的 TDM 思索を模索中であり、社会的には学習段階といえる。

先に述べたように TDM は交通需要サイドに焦点を当てたものであるが、交通行動の変更を促すには魅

力的な代替交通手段の提供といった供給サイドの施策、そして交通サービスの改善に伴う新たな財源確

保と費用負担のルールの導入、場合によっては従来の移動の仕方を法的に規制するといった制度変更な

どの制度フレームワークの施策と一体になって初めて適用可能なものが多い。このように政策アプロー

チとして需要サイドに注目したとしても、交通行動の変更を進めるためには、需要サイド以外の施策を

同時に並行して進めるという統合パッケージ型アプローチが一般には必要であり、需要サイド単独の施

策は限定されることに注意が必要である。１０ 
 前節で見たが、日本の都市部での公共交通機関は発達している。この公共交通機関と自動車をバラン

スよく利用するための施策として、TDMの一つにパークアンドライド（以下 P&R）がある。この P&R
について、日本の都市部において導入できるのかを、以降の章で説明していく。 
 

第6節  まとめ  
  
本章では日本の交通環境の現状について述べてきた。それらをまとめると、日本での自動車保有は増

加しており、また都心部への一極集中という問題から、幹線道路の慢性的な交通渋滞が問題となってい

                                                        
８  同上 
９東京都 HP  ＜http://www.metro.tokyo.jp/＞  
１０太田勝敏「大都市における TDM‐東京への適用」『都市問題』第 94巻,第 3号,2003年 3月号,ｐ.55 
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る。交通渋滞は、ドライバーのストレスにつながるばかりでなく、巨額の経済損失、多大なる環境負荷

といった社会へ与える負の外部性が大きく、改善が急務である。 
 都市部では、公共交通機関も発達しており、無理に自動車を利用することもない。そこで、渋滞緩和

のために、公共交通機関の利用を促進させる P&R の普及を目指したい。以下の章でこの政策について
詳しく述べていくこととする。 
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第2章  パークアンドライドの  
意義と導入に関して 

 この章ではパークアンドライド（以下 P&R）の意義を考え、導入するにはどうすればいいのかを２つ
の事例から検証する。まず第１節では、P&Rの意義と普及した経緯を述べ、なぜ注目されているのかを
考察する。第２節では日本で導入に成功した神戸市での P&R を分析し、なぜ成功したのかを考える。
第３節では逆に成功とは言い難い名古屋市での P&R を分析し、その原因を考える。そして第４節では
都市部で導入するにはどのようなデザインで、どういうことに気をつければいいのかを示す。 

第1節  パークアンドライドの普及  
  
日本では現在多くの地域で P&R が本格的に実施され、また社会実験されている。導入の背景には渋

滞緩和や環境保護などの問題が挙げられる。そんな中 P&Rが注目されている理由を述べる。 
  
第１項 パークアンドライドとその意義  

  
P&Rとは、自宅から目的地へ自動車で向かう際、途中の公共交通機関の駅付近にある駐車場に駐車（＝

パーク）し、そこから電車やバスに乗り（＝ライド）目的地まで行く方法である。つまり自動車の「行

きたいとこまで行ける」機能と公共交通機関の「大量に人を時間通りに運ぶ」機能を合わせたシステム

ということができる。すべて自動車で行く場合に比べて、自動車交通需要が集中する部分を公共交通機

関の利用にシフトしてもらうことにより、渋滞を緩和する。また、例えば電車を利用することによって、

二酸化炭素の排出を抑制できる。人 1人を 1km運ぶのに排出する二酸化炭素量を炭素換算すると、自動
車が 45g-c/人 km なのに対して電車は 5g-c/人 km と 9分の 1となっているからである。１１もちろん、

自動車の利用量が減れば窒素酸化物や硫黄酸化物などの排出ガスの量も減り、大気汚染防止にも役立つ。 
 
第２項 パークアンドライドの歴史  

 
1970 年代にアメリカで、環境・エネルギー問題の対策として TSM（Transportation System 

Management）が打ち出された。TSMは TDMと違い、利用者の交通需要ではなく既存のインフラ設備
をマネジメントする施策のことである。その一つとして P&R は導入された。また、ヨーロッパではド
イツのハンブルグに運輸連合が総合的な都市交通戦略を 1970 年代前半に打ち出した。目的は違えど
P&Rはおよそ 30年前には考案されていたのである。 
日本では 1970 年代から交通渋滞緩和のために、長野県の上高地や神戸市などの観光地や都市部で導

入された。その後一旦は影を潜めるが、平成になってマイカーが普及し渋滞問題が顕著になると、TDM

                                                        
１１  平成 12年環境白書 
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が注目され再び脚光を浴びた。アクアラインが開通した木更津市や、観光地として昔から賑わいを見せ

る鎌倉市など他にも多数の都市が導入している。 
国内で施策された TDMの数は 565件ある。一番多いのは「時差出勤・フレックスタイム」の 40件。

二番目は「P&R」の 37件。三番目は「交通システム・ITS等」の 28件となっている。１２他にも多くの
施策があるにも関わらず P&R が注目されているのは、自ら得だと思う利用方法を選べ、内容がわかり
やすく、国内で先行事例があるためだと考えられる。 

第2節  神戸市における導入の事例  
  
神戸市で導入された P&R は成功した例として知られている。我々はこの神戸市北部の北神地域に設

置された箕谷駐車場に注目し、なぜ成功したのかを実施状況から検証する。 
 
第１項 導入の背景  
 

 神戸市は東西に六甲山地がそびえ、その南麓から臨海部にかけて大都市が形成されている。さらにそ

の南にはポートアイランドや六甲アイランドなどの埋め立てによって作られた海上都市がある。これら

の都市ではビル・港湾施設・アミューズメントパークが並び、経済活動の中心となっている。都市が更

なる発展を見せてくると人が集まり、神戸市北部の北神・西部の西神地域などではニュータウンの開発

が進んだ。人口の増加率を見てみると、西区は 1980年 10月の 86,942人から 2002年 10月の 239,386
人と 175％、北区は 164714人から224,800人と37％増加している。これは神戸市全体の人口が1,367,390
から 1,510,468と 10％も増加していることと比べるとかなり大きな変化といえる。１３もちろん市営地下
鉄や神戸鉄道、市バスなどの公共交通機関も通っており人口の増加に対応している。しかし、西神地域

からの道路は丘陵地なので十分な数はなく、しかも利用者のほとんどは中心部を目指すので渋滞が起き

やすくなる。北神地域と中心部を結ぶ道路の数は六甲山系を間に挟むため少ない。北神地域からの交通

は、鉄道は神戸電鉄、道路は県道神戸三田線、市道西神戸有料道路と有料の六甲山トンネルの 3 路線が
あった。神戸電鉄は、西神地域への粟生(あお)線と北神地域
への三田線が鈴蘭台で合流するため、鈴蘭台-新開地間がネ
ックとなり、輸送力に限界がある。また道路についてもい

ずれも 2 車線で、マイカーの増加に整備が追いつかず、特
に車の集中する神戸三田線は通勤ラッシュ時に常時渋滞が

生じていた。 
これを解消する目的で後背地の北神地区と都心の三宮を

直結する新神戸トンネル(普通車６００円)が1976年5月15
日に開通したが、なお通勤時間帯の渋滞は解消されないた

め、市は新たにトンネルを経由して住宅地と都心を結ぶ市

営バス路線を新設し、トンネルの北出口にあたる箕谷に乗

り継ぎ駐車場を建設した。こうして渋滞緩和のため、また、

バス網ではカバーしきれない鉄道駅までの交通を補完する

ため P&Rの導入を行った。１４（図６）１５ 
 
                                                        

１２  国土交通省自動車交通局HP＜http://218.224.224.229/tdm/servlet/TDM＞（2005/10/28アクセス） 
１３ 平成 12年国勢調査より計算 
１４ 財団法人 交通エコロジー・モビリティ財団 ＜http://www.jsdi.or.jp/~y_ide/0388/contents/012.htm＞（2005/10/29 アクセ
ス） 

１５  YAHOO!地図情報＜http://map.yahoo.co.jp/pl?nl=34.43.25.720&el=135.8.49.690&la=1&fi=1&sc=5＞より作成 
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第２項 実施状況と効果  
  
箕谷駐車場の規模は設置当初は 209台だったが現在は 380台と拡張された。駐車料金は１回 300円と、

新神戸トンネルより安く設定されている。この安さのため一日中またはそれ以上駐車する人が出てくる

可能性があるので、一晩につき違約金 1,000円が課せられることになっている。駐車料金が安い理由は、
トンネルと駐車場は両方とも神戸市道路公社が管轄していることと、さらに元々駐車場が設置される前

はトンネル工事時の残土置き場であったため新たに土地を開発するのにそれほどコストがかからなかっ

たことが挙げられる。国土交通省によるとこの P&R は都市部への渋滞を緩和したというので成功とい
える。また、駐車場は空き待ちがでるほど人気が出ている。神戸市では箕谷駐車場を含め現在 13ヶ所、
約 4,700 台分のＰ＆Ｒ駐車場が利用可能である。主として地下鉄駅周辺の商業施設に付帯する駐車場で
平日に空きのあるものをＰ＆Ｒ用に活用している。 
 
 
第３項 成功の要因と残された問題点  

  
ではなぜ箕谷駐車場での P&Rは成功したのだろうか。一つ目の理由には利便性の確保が挙げられる。

これは駐車場とバス停が近く乗換えが楽なため、自動車の door to doorの利点を保持できたからだとい
える。また、通勤者の数が多い７時から９時の間のバスは約４分に１本とかなりの数で運行している。

逆に帰宅者向けに 17時から 21時の間のバスは約６分に１本とこちらも多くのバスが運行している。二
つ目には六甲山系によって中心部へ向かう道路の数が制限され、一本一本の道路に需要が集中したこと

が挙げられる。つまり代わりの道路の本数が少ないことから、地理的インセンティブが働いたのである。

三つ目は有料トンネルの存在にある。駐車料金を通行料より安く設定したことで利用者の確保ができた

のである。これは金銭的インセンティブが働いたといえる。 
しかし成功の影にいくつかの問題も発生した。まず一つ目は駐車場の確保の問題である。「空き待ち」

であるなら駐車場を増設して P&R 利用者を増やせばより渋滞は緩和されるのだが、丘陵地であるため
それは困難な状況にある。二つ目は駐車場を P&R のためでなくその付近で働くために利用していない
かという問題である。P&Rは中心部へ向かう自動車を規制するために導入されたのだが、中心部へ向か
わない自動車を規制したのでは意味はない。三つ目は自宅付近に公共交通機関があるのにわざわざ自動

車を使用したいがために P&R 駐車場を利用していないかという問題である。これでは、仕事帰りに駐
車場から自宅までの道のりにある店で買い物をしたりするために利用したのでは周りに公共交通機関が

ない人が利用できなくなってしまう。 
  

第3節  名古屋市における導入の事例  
 
 この節では前節とは逆に失敗した P&Rの事例として名古屋市を検証する。 
 
 
第１項 導入の背景  

 
名古屋市は愛知県の県庁所在地で現在 2,214,958 人もの人が住む大都市である。下の図の一世帯あた

りの自家用乗用車数を見ると 1.37台と全国で 18位に入る（図７）。しかし他の大都市と比べるとこの数
値は高い。東京都市圏での鉄道・バス、自動車の依存度がそれぞれ 27.9％、33.1％なのに対し、中京都
市圏では 10.5％、57.9％と公共交通機関の利用率が低く自動車の利用率は高い。さらに、名古屋市での
平均旅行速度は 18km/h と全国平均 35km/h の約半分になっており渋滞が発生している。自動車の利用
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率の高さが渋滞を引き起こしているといえる。ではな

ぜこんなに名古屋市は自動車への依存度が高いのだろ

うか。それは愛知県にはトヨタ自動車の本社があり、

昔から人々のマイカー意識が強くなっているためだと

思われる。そのため名古屋市で自動車量を抑制しよう

とすると、まずは交通に対する意識を変えなければ困

難なものになる。 
名古屋市中心部では大きな渋滞は少なく、どちらか

というと中心部へ向かう道路で渋滞は発生している。

これは名古屋市が矢田川や木曽川などで囲まれており、それらを渡るための橋の数が限られているから

だと考えられる。これに対応するため名古屋市は環状二号線周辺に P&R 駐車場を設置し始めた。この
環状二号線は中心部から約 10km離れたところを通っている。1989年には引山バスターミナルの北側に
１ヶ月あたり 5000円で 50台分の規模の駐車場を設置した。また、東名阪自動車道開通によって交通量

が増えたため、1996
年に一ヶ月当たり

9000 円の 93 台分の
規模を持つ駐車場を

設置した。他にも市

は 3 箇所設け、民間
で P&R をやるとこ
ろもでてきたため多

くの駐車場がある。

（図８）１６ 
 
第２項 実

施状況と効果  
  
 引山駐車場は引山

バスターミナルのす

ぐ北側にあり乗り換

えにはそれほど不便

は生じない。また、P&R利用者でないと駐車できないようになっている。バスの運賃も大人 200円均一
と安く、名古屋市は基幹バスレーンを設置しているため中心地の栄までは 20分程度で行ける。この基幹
バスレーンではラッシュ時はバス専用、その他の時間はバス優先となっていてスムーズに運転できるよ

うになっている。通勤者数が多い７時から９時の間のバスは５分に１本と本数は多い。神戸市と違いそ

の先に有料道路があるわけではないが中心地まで速く行けるため利用状況は良好である。しかし、名古

屋市がホームページで紹介している P&R 駐車場は 19箇所しかなく、フルに活用したとしても 2000台
程度分しか抑制できない。１７そのため神戸市のように渋滞に大きな影響を与えるのは難しい。個々の駐

車場利用状況が良好なところはあるが全体として名古屋市での P&Rが成功したとは言えない。 
 
第３項 失敗の原因  

  
 ではなぜ名古屋市での P&R は失敗したのだろうか。一つ目に駐車場の規模が関係してくる。利用状
況は良好だが前項で述べたとおりそんなに多くの自動車を駐車することはできない。一番小さいもので

                                                        
１６  YAHOO!地図情報＜http://map.yahoo.co.jp/pl?nl=35.11.8.514&el=136.58.21.944&la=1&sc=5&CE.x=195&CE.y=411＞よ
り作成 

１７  名古屋市 HP＜http://www.city.nagoya.jp/jigyou/gomi/kankyohozen/topics/parkandride/nagoya00010380.html＞ 
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は８台しか駐車できない。それは設置場所が中心部の外側にあるとはいえ、都市部にあるので大きな駐

車場がつくれないからだと推測される。つまり駐車場の確保が難しい状況にある。二つ目には財政確保

の問題がある。名古屋市が整備しているところは市が単独で行っているため予算の確保が難しい。三つ

目に周辺地域の協力が必要となる。市だけで駐車場を設置するのは限界があり、民間の協力が重要とな

る。しかし中心部への渋滞が緩和したとしても P&R 設置によって何かメリットがなければ民間も積極
的に参加してこない。駐車場以外のものを設置することで利益を得られるなら事業者はそちらを選択し

てしまうこともある。P&R設置には地域住民の理解がないと発展していかない。このように、名古屋市
での P&Rは成功とは言い難い。 

第4節  パークアンドライド導入に向けて  
  
ここまで取り上げた事例をまとめてみたい。第２項の神戸市で導入された P&R が成功した要因とし

て、駐車場と公共交通機関の乗り換えがスムーズにできること、公共交通機関の数・本数が多いこと、

代わりとなる道路が少ないこと、乗り換えたほうが安く済むことが挙げられる。しかし、P&R利用以外
の目的で駐車する人が出てきてしまうことが問題点となる。 
第３項の名古屋市で導入された P&R からは、時間の短縮、駐車場の確保、予算の確保、周辺地域の

協力が重要な要素となる。 
我々は上記の問題点に対して、P&R利用者が駐車場を利用できるようにしなければならないので、料

金は一回一回払うのではなく定期券方式で払うことを提案する。さらに、定期購入の時には通勤先・住

所を示す証明証の提示を義務付けるべきである。これによって利用者を中心部へと向かう人・住居の周

りに公共交通機関がない人に限定できる。また駐車場の確保に関しては、新たに開発するのが困難なら

ば、既存の大型ショッピングセンターの駐車場を平日の昼間だけ一定数停められるようにするべきであ

る。一定数にしたのは買い物目的の客が駐車場を利用できるようにするためである。こちらも定期券方

式にし、購入した人にはその店の割引券などのサービスを与えれば仕事帰りに買い物をしてくれ、店側

としても利益が出るのではないだろうか。予算の確保・周辺地域の協力を得るには、導入前から住民・

学者・地方自治体が一緒に話し合う場を設ける必要がある。実際鎌倉での P&Rは、約 10ヶ月の間に延
べ 16回もの綿密な打ち合わせがあり、成功へと導かれている。 
導入にはこういったシステム上だけでなく、インフラ面での整備も必要となる。いくら駐車場があっ

たとしても、公共交通機関内の環境が悪ければ利用しようとは思わない。先に述べた駐車場の確保のみ

ならず、公共交通内での快適さの改善や待ち施設の設置などにも注意を向けなければならない。 
しかし、都市中枢部で導入するには駐車場確保の問題から、困難だと予想される。そこで我々は、中

枢部に進入してくる自動車を抑制するため、郊外での P&R 導入を考えた。さらに、人の行動に最も影
響を与える金銭的インセンティブを用い、P&R駐車場先の道路に課金するロードプライシングとのポリ
シーミックスを提案する。次章ではそのロードプライシングについて述べる。 
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第3章  ロードプライシングの    
意義と導入に関して 

本章では TDM のひとつであり、我々が本研究でＰ＆Ｒとのポリシーミックスを考えているロードプ

ライシングについて言及する。そして、ロードプライシング先進国であるシンガポールとロンドンの事

例について検証し、日本での導入の問題点、適用性を考える。  

第1節  ロードプライシング  
第１項 ロードプライシングとは  
ロードプライシングとは、交通渋滞の原因となる自動車の利用状況に応じて発生する社会的限界費用

に対応した料金を課し、その地域内の自動車交通量を削減あるいは分散させることによって交通渋滞を

緩和しようという、経済的誘導政策である。 
道路に税金を課金するという考えは 1960 年代から始まり１８、1975 年に初めてシンガポールでロード
プライシングが実施された。この政策は海外での研究の方が進んでおり、日本にとってはまだまだ新し

い政策であると言える。では次項からはロードプライシングの導入について見ていく。 

第２項 ロードプライシングの手法  
まずロードプライシング導入の具体的な手法から見ていく。導入の具体的な手法は大きく分けて 2 種

類ある。混雑している道路に課金するのか、あるいは混雑している地域に課金するのかである。 
1つ目は、混雑している道路を通過する自動車に課金する方法(ポイントプライシング)に関する方法で

ある。韓国ソウル市南山トンネルの混雑税や、アメリカやカナダなどの PFI(Private Finance Initiative)
が事例として挙げられる。また日本における有料高速道路の中にも、事実上この手法に当てはまるもの

もある。この手法はピンポイントで交通混雑を緩和することに適している。  
そして 2つ目の、混雑している地域に課金する手法(エリアプライシング)には次の 3つの方法がある。

1 つ目は特定の対象地域に進入する自動車に対しても、その混雑地域内だけを走行する自動車に対して
も課金する方法(ゾーンプライシング)で、この手法は自動車走行量の削減、混雑緩和などの面から見て最
も公平であり、理想的な手法である。2つ目は特定の対象地域を囲むライン(コードン線)を設置し、その
ラインを通過して対象地域に進入しようとする自動車に対して課金しようとする方法(コードンプライ
シング)。そして 3 つ目は混雑地域内での走行距離に応じて課金する手法(走行距離課金方式)で、混雑地

                                                        
１８  『スミニード報告』：「道路を最適に利用するためには、混雑税を負担することが求められる」ということを経済的にアプロ
ーチした。 
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域内に多くのコードン線を設けて距離を推定する方法などである。１９こういったエリアプライシング

は、混雑地域全体の交通量を減少させることで交通混雑を緩和させることに適している。  
 では次節から、ロードプライシング先進国での先行事例を検証していく。 

第2節  海外での事例の検証  
ロードプライシングの最も古い先行事例としては、1970年代から検討が行われてきたシンガポールの

事例がある。シンガポールは総面積 648.1㎢に人口 317万人という多くの人が住んでおり、国土の狭い
ために道路の拡張には限界がある(現在国土の 12%を道路が占めている)ため、30年も以前から交通政策
が検討されてきた。またロンドンでも慢性的な交通渋滞解消のために 1991 年から混雑課金について検
討されてきた。では以下、シンガポール、ロンドンにおけるロードプライシングの取り組みについて見

ていく。 

第１項 シンガポールでのロードプライシング  
シンガポールではまず、1975 年から都心部の混雑を緩和するために商業中心地区に制限区域を制定

し、制限区域へ進入する車両から通行料を徴収するエリア・ライセンス・スキーム(ALS)を実施した。道
路混雑の最も激しい中心部約 610ha の地域を制限区域とし、各道路の制限区域への乗り入れ地点 28 ヵ
所に頭上型標識が設置された。そして表のように幾度かの改正を経て、平日の午前 7 時半から午後６時
半、土曜日の午前 7 時半から午後３時の時間帯に実施されるようになった。取り締まり方法としては、
頭上標識を通過して制限区域に乗り入れる自動車にはフロントガラスに許可証を貼り付けることを義務

付け、チェックは入域地点のみで行われていた。 
 表 1 1975.6-1989.5 1989.6-1993.12 1994.1-1998.8 

制限区域 610ha→710ha 710ha→725ha 725ha 

  7:30-10:15 7:30-18:30   

制限時間 7:30-10:15 
16:30-18:30 

土曜：

7:30-15:00 
  

      右記以外 10:15-16:30 

自家

用車 
5 3 3 2 

社用

車 
10 6 6 4 

タクシ

ー 
2 3 3 2 

貨物

車 
‐ 3 3 2 

非路

線バ

ス 

‐ 3 3 2 

料金 

二輪

車 
‐ 1 1 0.7 

                    (単位：シンガポールドル)   東京都環境局 HP２０ 
  

                                                        
１９ 東京 TDM研究会編(2000)『日本初のロードプライシング』都政新報社, p.52-53.    
２０東京都環境局 HP< http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/jidousya/roadpricing> 
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その結果、1975年から導入した ALSによって入域する自動車全体として 40%減少したとされ、一定
の成果が見込まれた。２１   
こうした成功を受けて、1995年からシンガポールの 3大高速道路(イーストコースト・パークウェイ、

セントラル高速道路、パンアイランド高速道路)においても平日の午前 7時半から午後 9時半まで導入さ
れるようになった。前述の ALSと同様、この区間を適用時間内に通行する自動車に、許可証の購入と提
示が義務付けられた。 

第２項 現行のロードプライシング  
前述の制度で一定の成果あげてきたが、渋滞地域の拡大や渋滞の程度に応じた課金徴収に対応できな

いこと、人手とコストがかかりすぎることから現在では、1998年 4月より道路料金自動徴収制度(ERP)
に 移 行

された。

対 象 地

域 を 商

業 中 心

地区 (図
9CBD
部 )の制
限区域、

３ 大 高

速道路、 
                           

（東京都

環 境 局

HP よ

り） 
制限地

域につな

がる幹線

道路と

し、現在

では制限

区域は

725ha、

ガントリ

ー(ゲー

ト)数が 44 ヶ所となっている。 

一番の改善点である料金の徴収方法については、自動車に車載器を搭載してＩＣカード式のキャッシュ

カードを差し込み、制限区域の入口に設置されたガントリーを通過すると、カードから料金が自動的に

差し引かれる仕組みとなっている。 
規制時間についてであるが、平日は午前 7時半～午後 7時、土曜は午前 8時半～午後 1時となってお

り、全種類の自動車について対象とし、車種によって課金額が異なるといった方式になっている。 

                                                        
２１東京 TDM研究会編(2000)『日本初のロードプライシング』都政新報社, p.138 
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このシンガポールでのロードプライシング政策の実施成果として、市街地では平日走行速度が時速

20~30kmを維持しており、1997年度における東京都区部での平日平均速度、時速 17.5kmと比較して
も、一定の成功を収めていると言えるであろう。２２ 
表２ 

現行のロードプライシング制度(ERP)       

制限区域の面積 725ha         

ETC のゲート数 44 ヵ所      

制限時間 
制限区

域 
月～金：7:30～19:00  土：8:30～13:00   

  
高速道

路 
7:30～9:30       

対象車種 乗用車 制限区域：月～金:＄3(8:30～9:00)～1.5 土:＄2～1 

(全車種)   高速道路：月～金：＄2～1    

と料金例 
大型貨

物車 
制限区域：月～金:＄1.15(8:30～9:00)～0.6 土:＄0.4～0.2 

    高速道路：月～金：＄0.8～0.4     

車載器と仕組み 8 車種に区分、プリペードカード方式   

    第１アンテナ：車載器情報(車種、カード)をチェック 

ゲート(ガントリー) 車両検知センサー：車種を検知、車載情報チェック 

の仕組み   第２アンテナ：料金を徴収(120km まで対応)   

    不正車両はカメラで後部ナンバープレートを撮影 

    (時速 180km まで対応)       

                 (出典：『日本初のロードプライシング』より作成) 

第３項 ロンドンでの混雑課金制度 
ロンドンではピーク時間帯における平均速度が 1997～2000 年で時速 15.9km でしかなく、東京都区

部での時速 17.5km(1997年)を下回っており、慢性的な道路交通混雑に悩んでいた。そこで 1991年から
混雑課金制度の導入に向けた研究が行われ、2003年 2月 17日から大ロンドン市のリビングストン市長
が、 ロンドン中心部に乗り入れる車両に混雑課金を課す制度を導入した。これがロンドンでのロードプ
ライシング導入の背景である。では以下、ロンドンでの取り組みを見ていく。 
ロンドンではセントラルロンドンと呼ばれる官庁街などの集中するロンドンの中心地、約 21km2で行

われている。料金徴収方法については前述のシンガポールとは異なり、対象区域内で走行する自動車に

対して課金するエリアライセンシング方式であり、車両ナンバーをロンドン交通庁のデータベースに登

録して課金する方式である。そして、各所に設置された固定式デジタルカメラ及び移動式デジタルカメ

ラで課金区域内を走行する車両のナンバープレートを読み取り、支払・登録がされていない車両をチェ

ックして取り締まる仕組みとなっている。 
 規制時間については、平日の午前７時から午後６時半までのみとしており、祝祭日は課金されない。

また対象車についてもシンガポールの場合と異なり、タクシーや、救急車、消防車などの緊急車両、9
席以上の公共バスなどについては対象外とされ、その他登録をすれば割引を受けることができる制度な

どがある。 
 ロンドンにおける実施成果としては、制限区域内の混雑は平均３０％の減少を示しており、課金時間

の入域交通量(４輪以上の車両)が１８％減少した。また、区域内を循環する交通量(４輪以上の車両)も１

                                                        
２２  東京都環境局 HP:＜http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/jidousya/roadpricing/＞ 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２００５発表論文  ３rd‐４ th Dec.2005 

 
 

20 

５％減少した。２３これらのデータからロンドンにおけるロードプライシング政策も成功したと言えるで

あろう。 

第４項 海外事例での問題点  
シンガポール、ロンドンでのロードプライシングは一定の成果をもたらしたと言えるが、問題点も出

てきている。以下、いくつかの問題点を整理しておく。２４ 
①盗難―車載器にキャッシュカードを差し込んでおいたままにしていたための、キャッシュカードの盗

難事件が発生した。 
②規制時間の相違―規制時間の開始・終了時間と運転手の時計との時間の違いから、苦情が発生した。

また、規制時間の終了間際にゲート付近でのろのろ運転をする自動車が見受けられた。 
③追突事故―キャッシュカードをゲート直前に差し込もうとして、急な減速をしたために追突事故が数

件発生した。 
 こういった問題に海外では、①車載器を覆い隠す付属品の開発、②規制時間終了間際での警察による

交通整理、などの対応策を採っている。 
これら問題点は、ロードプライシング先進国から浮き彫りになったものであり、今後日本への導入を

考えるうえで参考になるはずである。 
前述のようにロードプライシング先進国の事例では、その国の特色に即したかたちでの導入がされて

いる。しかし日本においては、これまで社会実験さえ行われてこなかった。次節では日本での導入に際

しての問題点を検証し、適用性について模索していきたい。 

第3節  日本での導入の問題点と適用性  
  
海外で成果が証明されているにもかかわらず、日本で社会実験さえ行われてこなかった理由として、

まず法制度上の問題点がある。 
それはロードプライシングの法制度と道路法との整合性の問題である。日本の道路に関して、道路無

料公開の原則という概念が存在する。「道路は、国家・社会における諸活動に不可欠な基盤を提供するも

のであり、公共財の最も典型的なものとして、その建設管理は国または地方公共団体の責任に属し、一

般財源を充当して行われるべきものである。この思想から、道路は無料で一般交通の用に供されるのが

原則とされる。これが道路の無料公開原則である。これは、道路法第 25条の有料の端または渡船施設の
規定の反対解釈により実定法的にも根拠付けることができる」(「改訂版道路法解説」道路法令研究会編
より)２５。このように日本では、道路は誰しもが無料で使用できるもので、道路は公共財であるという概
念があるため、現段階では安易にロードプライシングを導入して道路に課金することは妥当ではないと

考えられる。 
そこで我々はこの問題点については、新たなロードプライシングについての法体系を形成することで

解決できるものであると考える。そもそも道路法は道路設置や管理について規定した法律であるので、

交通混雑緩和などの別の法益を含めた形での法体系を形成することが妥当であるのではないか。 
次にあがるのが物流面についてである。我々の生活、あるいは都市活動で物流は必要不可欠のものと

なっている。そこでロードプライシングによって物流面に負担をかけてしまえば、都市活動が衰退して

しまうのではないかといった問題がある。 

                                                        
２３東京 TDM研究会編(2000)『日本初のロードプライシング』都政新報社, p.142. 
２４  同書,ｐ.143. 
２５  同書,p.66. 
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 この問題はロンドンの事例のように、課金対象を選択することで解消できる問題であると考える。そ

して我々は貨物車(トラック)については営業用貨物車には課金せず、自家用貨物車のみを対象として課金
すればよいと考える。 
 営業用貨物車と自家用貨物車を比較すると、積載率では営業用のほうが自家用より高く効率的であり、

営業用のほうがより計画的な運送を行っている。２６ つまり自家用貨物車で運送しているものを運送業
者に転換することは、都市活動の効率を向上させることに繋がることにもなる。そういった観点からも、

自家用貨物車のみに課金することで、より都市環境を向上させることができる。 
このように多少の法制度上の問題はあるものの、導入に向けてその他の支障はそれほどなさそうであ

る。しかしながらロードプライシングは交通規制ではなく、あくまで経済的誘導手法として位置づけら

れていることを国民へ明らかにすること。また徴収した反則金の行方を明らかにすることが、導入への

大きなポイントになるのではないだろうか。 
 では次章からは我々が提言する、P&Rとの連動した経済的インセンティブという形での導入方法を検
証していく。 
 

                                                        
２６東京 TDM研究会編(2000)『日本初のロードプライシング』都政新報社,  p.82. 
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第4章  P&R とロードプライシング
のポリシーミックスの提案 

第1節  ポリシーミックスする理由  
  
第 2章、第 3 章で交通渋滞を緩和させる政策として、それぞれ P＆R とロードプライシングについて

検証してきたが、ここで我々はその２つをポリシーミックスさせた政策を提案したいと思う。どちらも

交通渋滞を抑制する効果を持つことは各章で見てきたが、この２つの政策をポリシーミックスするのに

は理由がある。一番の理由として挙げられるのが、この２つの政策をポリシーミックスすることによっ

て P＆R の成功性をより高め、より車の抑制を促すことができる、ということである。第３章でも触れ
たが、ロードプライシングは P＆R を促進させるインセンティブを持つ。ロードプライシングはその道
路、または地域に料金を課すことによって、その対象地域への車の乗り入れを抑制させる効果がある。

その料金が課される地域に入る前の場所で P＆R を行えば、料金を払ってまでそのロードプライシング
の対象地域を通るよりも、その手前でバスや電車など他の公共交通を利用したほうが得だと考える人が

増えるからである。そのため、ロードプライシングの対象地域に入る前の地点で P＆R 用の駐車場を設
置することにより、P＆Rだけで政策をやるよりもその利用者が増えるのである。 
実際 P＆Rで成功した神戸市の事例を見てみると、成功要因である地理的要因のほかに、P＆Rを設置

した先に有料トンネルがあるということが大きく寄与しているのは間違いない。それと同様にして、ロ

ードプライシングによって車の乗り入れを抑制し、より P＆R によって公共交通の利用を促進させるた
めにポリシーミックスをした政策を我々は提案するのである。ただ、ここで問題となるのが、ロードプ

ライシングによって車の抑制したぶんの代替交通手段が充実してないと、この政策が成功しないという

ことである。ロードプライシングに料金を課し、車の乗り入れを抑制しようとしても、その車に代わる

バスや電車などの公共交通機関が充実していない限り、ロードプライシングの効果は薄いだろう。つま

りこの P＆R とロードプライシングをポリシーミックスした政策は、公共交通機関の充実などの要因か
ら、導入する地域が特定されてくる。次節でこの政策が実行可能な対象地域を検証する。 
 

第2節  対象地域の特定  
  
我々が提案する P＆R とロードプライシングをポリシーミックスさせた政策は、地理的要因、交通事

情が重要な成功要因となるため、その政策を導入する地域が特定されてくる。まずこの政策の対象地域

として「混雑道路との兼ね合い」が一つ目のポイントとなる。当然のことであるが、その地域の道路が

渋滞し環境負荷をかけ、その周辺地区に公害などの負のインセンティブが働いている地域でないと、こ

の政策を導入する必要がない。都内に流入してくる自動車は荷物を運送する運搬事業系を除けば、都市
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近郊から出勤のために使う車が５６％となっており、非常に大きな割合を占めている。そこで我々は都

市郊外のベッドタウンと都市中心を結ぶ混雑道路を、この政策を導入する第一のポイントとした。 
 二つ目のポイントとしては前節でも述べたとおり「都心への自動車に代わる代替交通手段のアクセス」

である。P＆Rとロードプライシングで都心への自動車の流入を減少させようとしても、自動車に代わる
バスや電車などの公共交通機関が発達していないと、その政策の効果はあまり見込めない。現在、都市

近郊における電車は増加傾向にあるが、都市近郊におけるバスの本数は年々減少傾向にある。これはマ

イカー普及によって以前より通勤・通学で乗り合いバスが利用されなくなったことや、道路の混雑によ

ってバスでの通勤・通学時間がかかるといったことが原因である。我々が提案する P＆R とロードプラ
イシングをポリシーミックスした提案の対象地域としては、このような現状にある公共交通機関が最低

限、自動車の代替交通機関が存在しなければならない。 
 三つ目のポイントとしては、「P＆R で使用する(パークする)駐車場の確保」である。いくらロードプ
ライシングで自動車の流入を防いだとしても、自動車を停めておく場所がなければ意味がない。現在行

われている多くの P＆Rでは、P＆Rのための専用の駐車場のほか、民営の駐車場にも協力を頼んでいる
ところが多い。また他にもデパートやスーパーの駐車場を利用して P＆R を行っているところがある。
自動車の駐車場は結構な敷地面積をとってしまうため、P＆Rを行っていくうえで、こういった民営の駐
車場やデパートの駐車場との協力は必要になってくる。都市近郊で P＆R を行うとしても、駐車場の確
保は難しい。 
 以上の三つ、「混雑道路との兼ね合い」「都心への自動車に変わる代替交通手段のアクセス」「P＆R で
使用する駐車場の確保」を我々が提案する政策のポイントとし、このポイントから我々の提案する政策

が導入できる地域を限定する。 
 

第3節  導入によって期待できる効果  
  

P＆Rとロードプライシングは、それぞれが自動車の都市部への流入を防ぐとともに、バスや電車など
の公共交通機関の利用を促進させる効果を持つ。たしかに鎌倉市や札幌市でみられるように、観光地に

おける P＆R は成功が非常に多い。しかし、都心での混雑に対して行っている P＆R は現在の段階で効
果が現れているところがあまり多くない。ロードプライシングについては海外で非常に混雑緩和の効果

が現れているが、日本ではまだ取り入られていないため、日本における導入の効果は分からない。 
この二つの政策をポリシーミックスさせたとき、それぞれの効果のほかにロードプライシングが P＆R

の利用をより促進させることはすでに述べた。ロードプライシングではないが、我々が提案する政策に

近い事例として有料トンネルの手前に P＆R 政策を行った神戸市では、政策を実行する前後で正確な数
値のデータは取れなかったが神戸市の役所に聞いてみたところ、かなりの数のマイカー通勤をしていた

人が P＆Rに移ったという裏づけを取ることができた。 
また両者のポリシーミックスは、ロードプライシングによって徴収された通行料の一部を P＆R の駐

車場建設や駐車場の値下げといった、政策実施に向けた財源に充てることができる。これによって P&R
駐車場の予算確保が容易になる。 
次章でマイカー通勤のために起こる、郊外ベッドタウンと都心間の渋滞に対して、我々が提案する P

＆R とロードプライシングのポリシーミックスした政策を、和光市をモデル地域として検証してみる。
この政策を導入することによって我々が期待する効果、つまり都市部へのマイカー流入を防ぐことによ

る渋滞緩和と、バスや電車などの公共交通機関の利用促進がうまく働くかどうかを次章で考える。 
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第4節  まとめ  
  
本章では P＆R とロードプライシングのポリシーミックスという我々が提案する政策について述べて

きた。まとめてみると、より交通渋滞緩和の成功性を高め、強固なものにするために２つの施策をポリ

シーミックスさせたわけであるが、この政策が現在の日本に導入されてみて、それがうまく機能するか

どうかは分からない。現在 P＆R は成功している地域もあるが、そうでない地域も少なくない。またロ
ードプライシングについては海外で取り入れられてはいるが、現在の日本ではいまだ実施するに至って

おらず、うまく機能するかはいまだ未知数である。そこで次章において和光市をモデル地域としてこの

政策を導入したシミュレーションを行い、実際に我々が提案するこの政策が機能するかどうかを考える。 
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第5章  和光市駅をモデルとした 
政策導入の検証 

本章では第 4 章で述べた、我々の提言するＰ＆Ｒとロードプライシングのポリシーミックスを、埼玉
県和光市駅をモデルとして検証していきたい。 
 我々が和光市駅を選択した理由としては、①都内への交通アクセスの充実、②国道 254号線の混雑、
③Ｐ＆Ｒ駐車場の確保が容易、などである。では次節、和光市の現状から見ていくことにする。 

第1節  和光市駅の現状  
第1項  和光市の渋滞の現状  
 まず和光市の現在の渋滞の現状を見ていくことにする。和光市を通り都内へと繋がる国道 254号線は、
東京都文京区を起点に埼玉県西部地域を縦貫し、長野県松本市まで至る 284kmの路線 
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交通量があった。（図１１）一般に言われている交通容量(渋滞が起きずに走行できる交通量)が、4 車線
の場合 36000台であるので、非常に多く、慢性的に渋滞していることが容易に想像できる。  

第2項  現在の取り組み  
そこで現在和光市などの都市道路計画を担当している朝霞県土整備事務所では、バイパス工事に力を

入れている。埼玉県の全体の現状として、川越市などの中心部は戦災を受けておらず、昔ながらの建物

が多く残っているため道路整備が進んでいない、また国道 254号線は住宅密集地を通っているため拡張
が困難である。以上のことから、埼玉県はバイパス工事に着手している。  
 現在取り組まれているバイパス工事は、一般国道 254号和光富士見バイパスと呼ばれるもので、東京
外郭環状道路から富士見川越有料道路までの 6.85kmの区間(図１２)として計画され、昭和 59年度から
事業に着手されている。そしてこのうち、第一段階としての東京外郭環状道路から県道朝霞・蕨線まで

の 2.6kmを平成 19年度をめどに完成させる予定である。２７そしてこの 
図 1２ 
 

 
                           出典：和光市 HP２８ 
バイパスが完成することにより、①現在の道路の交通量が減り、交通事故が減少、②４市(志木市、朝霞
市、新座市、和光市)内での通過交通が減り地域内における安全性が向上、③主要渋滞ポイントの渋滞が

                                                        
２７  埼玉県朝霞県土整備事務所『一般国道 254号和光富士見バイパス』パンフレット 
２８  和光市 HP< http://www.city.wako.saitama.jp/> 
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解消または緩和し、渋滞における損失時間が減ることにより社会経済活動が活性化、④幹線道路が通る

ことにより、沿道の土地利用の選択肢が広がり、地域の活性化に繋がる２９、とされている。  
 しかし、こういったバイパス工事などには周辺環境の悪化が伴い、住民との合意形成の元で行う必要

があるため、思うようには進んでいない。さらに、このバイパスが完成すると、交通量は分散され川越

街道の渋滞は緩和し、今以上の自動車が走ることがありうる。そのため、東京外郭環状道路内の道路に

おいて、より重度な渋滞が発生する危険性がある。 

第2節  P＆R とロードプライシングのポリシー
ミックスの提言  
 
 本節では、実際に我々が考える政策を提案する。前節での和光市の現状を踏まえて、我々は和光市で

の政策の導入を提案する。 
 我々が本論文で提案する政策は、P&Rとロードプライシングのポリシーミックスである。なぜ、ポリ
シーミックスをするのかといえば、これまでの章で述べてきたように、P&Rの実現に向けては利用者に
何らかのインセンティブを与える必要があり、神戸市の例を見てもわかるように、インセンティブの与

え方は道路利用の課金が適していると考えられるからである。 
 ここでまず、我々の政策を提案する。我々は和光市駅に P&Rを導入し、図１3の赤い線で示された環
七・荒川コードンラインでコードンプライシングを実施する。この環七・荒川コードンにより、自動車

の川越街道から環状七号線への流入を防ぎ、代替交通機関のある和光市駅での P&R の促進へとつなげ
るというものである。さらに、海外の成功例であるロンドンの事例を参考にし、午前７時から午後７時

までの時間帯を課金対象時間帯とした。 
 ここで問題となってくるの

は、コードンプライシングの

料金、対象車、新規駐車場建

設等に伴う財源の確保、駐車

場の利用方法がある。では、

それらについて順に説明して

いく。 
 まず、コードンプライシン

グの料金についてである。

我々は 500円という料金を設
定した。平成 11年 10月の日
経消費経済研究所による、南

関東地域のビジネスマンの課

金許容平均値が 304円である
というデータがある３０。ま

た、それに加え首都高速道路

の課金額が 700円であること
を考慮し、500 円という値に
設定した。 

 次に対象車である。表 3 は川越街道および周辺幹線道路の大型車混入率の表である。この図から、川
越街道は他の主要幹線道路に比べ、大型車の混入率が低いことがわかる。つまり、大型車を対象に課金

                                                        
２９  朝霞県土整備事務所 バイパス未整備地区の現状と課題資料より引用 
３０  東京 TDM研究会編(2000)『日本初のロードプライシング』都政新報社，ｐ.110． 
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をするよりも、まずは普通乗用車に課金をしたほうが良いと考えた。そこで、今回の政策の対象車は普

通乗用車に限定をすることにする。 

表 3   【川越街道（国道 254 号）および周辺主要幹線道路の交通量・大型車混入率等】 

            項 目 

路線名･場所 

平日 12 時

間交通量

(台) 

平日 24 時

間交通量

(台) 

平日 12 時間

大型車混入

率(%) 

昼間ピーク

時重方向

率(%) 

国道 17 号 戸田市笹目南町 45,129 71,456 27.0 53 

国道 17 号 板橋区県境 45,129 71,456 27.0 53 

国道 17 号 板橋区四葉二丁目 16,877 27,003 24.6 55 

練馬川口線 和光市下新倉 32,407 49,583 36.9 54 

南田中町旭町線 谷原三丁目 35,602 58,387 30.6 52 

南田中町旭町線 高野台三丁目 42,345 69,446 27.4 52 

赤羽西台線 高島平三丁目 26,367 43,242 33.7 64 

関越自動車道 大泉 JCT‐県境 65,049 94,390 25.0 59 

外環 大泉 JCT‐県境 50,827 72,980 16.5 51 

環状 8 号線 平和台四丁目 13,907 22,947 16.7 56 

環状 7 号線 羽沢二丁目 37,553 60,556 22.9 50 

国道 254 号 板橋区成増一丁目 23,853 38,880 19.1 57 

国道 254 号 板橋区桜川三丁目  32,673 53,317 18.0 52 

   ※評価書案の予測で使用された大型車混入率 昼間 12 時間：20.1%、24 時間：17.9% 

出典：国土交通省『平成 11 年度道路交通センサス』 

 ３つ目に財源の問題である。これは、駐車場の新規建設に関わる費用が高いと考えられる。駐車場は

和光市駅付近に設置するのだが、そもそもこの政策は東京都の渋滞抑制を目的に考えられている。東京

都の利益のために埼玉県は費用を出さないだろう。そこで、この政策を国主導によるものとし、東京都

と埼玉県で分担して費用を分け合うことにする。またその際、代替交通機関として利用者が増えると考

えられる鉄道会社にも、一部負担してもらうことにする。コードンプライシングで得られた収入は、こ

の新規駐車場の建設や駐車場の利用価格の引き下げに回すこともつけ加えておく。 
 最後に、駐車場の利用方法であるが、現住所と勤務地のわかる書類を提出した上で、許可の下りたも

のに駐車場の定期利用を認めるという方法である。P&R用の駐車場を利用した者には、鉄道の利用割引
等も考えている。 
 では、これらの政策が実際に和光市に導入した場合、どのような効果が見込まれるかを次節で見てい

くこととする。 

第3節  導入によって期待できる効果  
 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２００５発表論文  ３rd‐４ th Dec.2005 

 
 

29 

 導入の効果を予測するに当たって、埼玉県が実施した「交通需要マネジメントに関するアンケートの

結果」を参考にしたい。３１まず、「ロードプライシングを実施すべきである」という人は全体の 47.4％、
「P&Rが実施された場合利用する」人は 28.9％・「条件によっては利用する」人は 47.2％と、TDM賛成
の姿勢がうかがえる。この条件については、やはり「駐車場や公共交通の利用料金」によるというのが

68.1％と多数を占めた。アンケートより、人々の行動の変化は、金銭的インセンティブによるものが一
番大きいとわかった。これらの結果から、我々の政策は人々の政策参加を促すため、実現可能性が高い

ことが示された。 
 また環七・荒川コードンプライシングは、表 4 より対象区域流入交通量が‐22.3％と、２割の削減に
貢献している。ただ、このシミュレーションは我々が課金していない大型車に 1000円かけているので、
小型車だけに課金すると２割以下の削減になってしまう可能性がある。しかし、P&Rが成功したとすれ
ば更なる削減が見込まれる。 

第4節  今後の課題  
 
 このような交通政策を行うには、埼玉県が主導しなければならない。しかし、県としては自分の県内

の渋滞を減らしたいわけで、東京都の渋滞を減らすために様々な計画を立てたり、予算を確保したり、

社会実験を行おうとする意欲は持っていない。５．１．２の川越・富士見バイパス完成による渋滞増加

の危険性を考えればそれはわかる。当然といえば当然なことである。しかし、都内の渋滞が郊外から自

動車が流入してくることで引き起こされているなら、一つの県だけでなく周りの県との協力が必要とな

ってくる。地方分権化が進んでいる現在国に頼るのではなく、その架け橋となる機関を設置し、話し合

いの場を設け、渋滞緩和のための一歩を踏み出してほしいものである。 

                                                        
３１  埼玉県 HP ＜http://www.pref.saitama.lg.jp/A02/BF00/sogo/tdm/monitor/monitor-kekka1.htm＞ 
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終章 

最後にこれまで我々が提案してきた政策についてまとめておきたい。 
我々は本研究で、モータリゼーションの進展によって社会問題とまでなってきた交通渋滞について着

目した。そこで交通混雑の顕著な都市部にいかにして自動車の流入を防ぐかを検討し、導きだした政策

がパークアンドライド導入とロードプライシング導入のポリシーミックスである。そして検証するため

のモデル地域を埼玉県和光市駅とした。以下、提言のモデル内容をまとめておく。 
 パークアンドライド 
① 埼玉県和光市駅をモデル地域とする。 
② 駅周辺の既存の駐車場、また新規駐車場を設置する。 
③ 定期券方式とし、パークアンドライド利用者で駐車場定期券を購入した人には、協力してくれ
た民間の店舗などの割引チケットなどを配布する。 

④ 新規駐車場設置や運営などの財源は、はじめ民間との協力のもと補完し、後にロードプライシ
ングによる収益をまわすこととする。 

 ロードプライシング 
① 環七・荒川コードンプライシングとする。 
② 課金対象車は普通乗用車のみとする。 
③ 課金時間帯を午前７時～午後７時とする。 
④ 課金額を一律５００円とし、ETC技術によって精算する。 

 このようなかたちで、和光市駅にパークアンドライドを導入し、同時に経済的誘導手段としてロード

プライシングを導入する。そして本論で述べてきたように、交通量削減の効果は見られる。しかしこの

政策を提案していく上で、今後課題とすべき点も見つかった。以下、今後の課題として挙げておくこと

にする。 
 今後の課題 
① 定期券を購入しない利用者へのインセンティブの提示。 
② 埼玉県、東京都の２都県をまたぐ政策であるため、その間を取り持つ第３者機関の設置。 
③ 都心へのバスなどの代替交通機関の新規設置・増設。 
④ 民間と行政の連携。またそれに伴い、本政策の採算性。 

 
都市交通政策は地理的要因やその土地特有の交通体系が、その成功の大きな要因となってくる。その

ため P&R やロードプライシング、それら個々のみの政策ではその土地柄にそぐわない可能性もでてく
る。しかし本研究で提言した、P&R とロードプライシングのポリシーミックスによって、TDM の適用
性が広がるものと考える。P&R やロードプライシングの国民の認知度はまだまだ高いものとは言い難
い。まずは多くの国民にこれら TDM を認知してもらうことが重要である。いち早く都市部での交通混

雑が緩和し、より快適で持続可能な都市生活を送れることを我々は願う。 
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